
 橋掛け（参考図）

　※水利権者の同意が必要となる。（橋掛けすることに関する）
　　水利権者がいない場合は自治会長の同意が必要となる場合　　
　　があります。　

  ※個人住宅　4.0メートル
　　 集合住宅　5.0メートル
　　 営業関係　6.0メートル
　　 大型車の出入りがある場合　8.0メートル
　 　それ以外については、協議してください。


